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この度の出直し村長選挙におきましては、多大なご支援

を賜り当選させていただく事ができました。心からお礼申

し上げます。

去る２月22日付で就任いたしましたが、村長としての、

その責任の重大さに改めて身の引き締まる思いでございま

す。

昨年12月からの一連の事件により、今日まで村を信頼さ

れてご協力いただきました村民の皆様を始め、対外的にも

信用を大きく失墜させている今、その信頼回復に力の限り

邁進する決意でございますが、この場をお借りいたしまし

て所信の一端を申し述べたいと思います。

皆様もご承知のとおり、国を始め地方公共団体は非常に厳しい財政運営を強いられています。

我が天川村においても、地方交付税を始めとする歳入不足は、危機的な状況にあると言っても

過言ではありません。今後も、行財政全般にわたり、思い切った改革、見直しを行う必要があ

ると考えております。本村においては、基幹産業である林業の長期的な低迷による地域経済の

衰退、極端な少子高齢化による地域活力の低下等緊急の課題が山積いたしております。

林業の振興につきましては、既存事業はもちろんのこと、新たに森林資源の活用できる対策

として間伐材の有効利用を促進していきたいと考えております。

高齢者等の対策としては、一人暮らしの高齢者、障害者等が安心できる制度、併せて少子化対策

事業として子育て支援制度なども今後の私の政策として押し進めてまいりたいと考えております。

村民の皆様が元気で、活力のある生活が営める村づくりに取り組みたいと考えております。

現下の極めて厳しい村財政の状況の中ではございますが、皆様方には、今後とも絶大なるご

支援、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

就任に当たりまして、決意の一端を申し述べ就任のご挨拶といたします。

天川村長　柿坂　彌壽麿

天川村副村長について、天川村大字沖金95番地の１　赤井公司　氏が村議会において同意され、選

任されました。

柿坂新村長就任のご挨拶

副村長に赤井公司氏を選任
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天川村長選挙における選挙人名簿の選挙時登録

村長選挙当選証書付与式について

2月22日執行　村長選挙の開票結果�2月22日執行　村長選挙の開票結果�2月22日執行　村長選挙の開票結果�
天川村長選挙は２月17日に告示され、新人４人の届出により選挙戦となりました。投票は、２月22

日に村内8ヶ所で行われ、午後７時30分より山村開発センター（大ホール）において即日開票されま
した。選挙結果については、下記のとおりです。

２月23日には、午前10時から山村開発センター農林研修室にて、
村長の当選証書付与式が行われ、乾井選管委員長から当選者に証書

の付与が行われました。その後、乾井選管委員長から「大変な時期

ではありますが村政発展に尽くしていただきますよう期待します」

と祝辞を贈られました。

平成21年２月16日役場会議室において選挙管理委員会が開催され、村長選挙における選挙人名簿の選挙
時登録が行われました。

今回の選挙時登録による選挙人名簿登録者数は次の表のとおりです。

平成21年3月2日に天川村選挙管理委員会が開催され、選挙人名簿の定時登録が行われました。
今回の定時登録による選挙人名簿者数は次の表のとおりです。

選 挙 人 名 簿 定 時 登 録

男 女 合　　計
２０．１２．２の選挙人名簿登録者数（定時） ７７２ ８７０ １，６４２

名　簿　抹　消　者　数 １３ ６ １９
名　簿　登　録　者　数 ４ ５ ９

２１．２．１６の選挙人名簿登録者数（選挙時） ７６３ ８６９ １，６３２

男 女 合　　計
２０．２．１６の選挙人名簿登録者数（選挙時） ７６３ ８６９ １，６３２

名　簿　抹　消　者　数 ０ ０ ０
名　簿　登　録　者　数 ０ ０ ０

２１．３．２の選挙人名簿登録者数（定時） ７６３ ８６９ １，６３２

▽当日有権者数・・・・・１，６１８人
▽投　票　総　数・・・・・１，４３４人
▽投　　票　　率・・・・・８８．６３％
▽有　効　投　票・・・・・１，４１０票
▽無　効　投　票・・・・・　　　２４票

●候補者別得票数　（届出順）
柿　坂　彌壽麿　候補・・・・５３９票
森　本　靖　順　候補・・・・３８６票
根　来　群　二　候補・・・・２１４票
楊　枝　源　一　候補・・・・２７１票



卒業生の皆様から卒業に際し�
　　メッセージをいただきました。�
卒業生の皆様から卒業に際し�
　　メッセージをいただきました。�
卒業生の皆様から卒業に際し�
　　メッセージをいただきました。�

天川中学　坂口　文弥�

天川中学　水口　智博�

天川中学　森田　一紀�

天川中学　渡
邉　真也�

天川中学　松葉　千尋�

天川中学　山本　真里奈�
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卒業生の皆様から卒業に際し�
　　メッセージをいただきました。�
卒業生の皆様から卒業に際し�
　　メッセージをいただきました。�

洞川中学　大西　林太郎�

洞川中学　東谷　心平
�

洞川中学　奥村　行弘�

洞川中学　西村　人美�

天川中学　久保　裕治郎�

天川中学　丸谷　高裕�

洞川中学　南　浩太�

洞川中学　花谷　徳之�

洞川中学　西村　早穂子�
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≪一般会計の内訳≫

地方交付税地方交付税�
1,209,523千円�
（65.7%）�

18億4,095万円� 18億4,095万円�

村債村債�
150,600千円�
（8.2%）�

総務費総務費�
265,313千円�
（14.4%）�

民生費生費�
270,724千円�
（14.7%）�教育費教育費�

173,387千円�
（9.4%）�

公債費公債費�
439,477千円�
（23.9%）�

衛生費衛生費�
126,953千円�
（6.9%）�

商工費商工費�
170,448千円�
（9.3%）�

村税村税�
172,622千円�
（9.4%）�

土木費土木費�
176,188千円�
（9.6%）�

地方交付税�
1,209,523千円�
（65.7%）�

村税�
172,622千円�
（9.4%）�

県支出金�
56,123千円（3.0%）�

繰越金�
20,000千円（1.1%）�

地方消費税交付金�
22,351千円（1.2%）�

村債�
150,600千円�
（8.2%）�

使用料及び手数料�
96,405千円（5.2%）�

国庫支出金�
64,012千円�
（3.5%）�

諸収入 16,353千円（0.9%）�
地方譲与税 16,343千円（0.9%）�
自動車取得税交付金 5,682千円（0.3%）�
繰入金 4,733千円（0.3%）�
財産収入 2,349千円（0.1%）�
分担金及び負担金 2,180千円（0.1%）�
地方特例交付金 795千円（0.0%）�
利子割交付金 622千円（0.0%）�
配当割交付金 193千円（0.0%）�
株式等譲渡所得割交付金 54千円（0.0%）�
寄附金 10千円（0.0%）�

議会費�
40,548千円（2.2%）�諸支出金�

2,117千円（0.1%）�

総務費�
265,313千円�
（14.4%）�

民生費�
270,724千円�
（14.7%）�

消防費�
93,236千円�
（5.1%）�

教育費�
173,387千円�
（9.4%）�

災害復旧費�
250千円�
（0.0%）�

公債費�
439,477千円�
（23.9%）�

衛生費�
126,953千円�
（6.9%）�

農林水産業費�
69,548千円（3.8%）�

労働費�
2,761千円�
　　（0.1%）�

商工費�
170,448千円�
（9.3%）�土木費�

176,188千円�
（9.6%）�

予備費�
10,000千円（0.5%）�

歳　入� 歳　出�
18億4,095万円�18億4,095万円�

総　　額　30億1,056万6千円
一般会計　18億4,095万円 （前年比　△ 10.4％）
特別会計　11億6,961万6千円 （前年比　△ 4.4％）

歳入　18億4,095万円歳入　18億4,095万円 歳出　18億4,095万円歳出　18億4,095万円

平成21年度　当初予算（骨格予算）

1,209,523千円 （65.7%）
172,622千円 （9.4%）
150,600千円 （8.2%）
96,405千円 （5.2%）
64,012千円 （3.5%）
56,123千円 （3.0%）
22,351千円 （1.2%）
20,000千円 （1.1%）
16,353千円 （0.9%）
16,343千円 （0.9%）
5,682千円 （0.3%）
4,733千円 （0.3%）
2,349千円 （0.1%）
2,180千円 （0.1%）
795千円 （0.0%）
622千円 （0.0%）
193千円 （0.0%）
54千円 （0.0%）
10千円 （0.0%）

合　　　計 1,840,950千円 （100%）

地 方 交 付 税
村 税
村 債
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
地 方 消 費 税 交 付 金
繰 越 金
諸 収 入
地 方 譲 与 税
自動車取得税交付金
繰 入 金
財 産 収 入
分 担 金 及 び 負 担 金
地 方 特 例 交 付 金
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
寄 附 金

40,548千円 （2.2%）
265,313千円 （14.4%）
270,724千円 （14.7%）
126,953千円 （6.9%）
2,761千円 （0.1%）
69,548千円 （3.8%）
170,448千円 （9.3%）
176,188千円 （9.6%）
93,236千円 （5.1%）
173,387千円 （9.4%）

250千円 （0.0%）
439,477千円 （23.9%）
2,117千円 （0.1%）
10,000千円 （0.5%）

合　　　計 1,840,950千円 （100%）

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農 林 水 産 業 費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費
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３月１日、天川村消防団及び中吉
野広域消防組合による村内全域の防
火パレードを実施しました。
この予防週間は、『火のしまつ君が
しなくて 誰がする』を統一標語に３
月１日から７日までの７日間にわた
り全国的に実施されました。

土地（家屋）価格等の縦覧は、納税者が土地や家屋の価格と村内のほかの土地の価格と比較して、自分
の土地や家屋が適正に評価されているかどうかを確認することができる制度です。
■　縦覧帳簿の縦覧
［縦 覧 期 間］ 本年度４月１日から６月１日まで
［縦覧できる人］ 納税者（法定免税点未満および非課税である人を除きます。）
［縦 覧 事 項］ 土地価格等縦覧帳簿（所在、地番、地目、地積、価格）

又は家屋価格等縦覧帳簿（所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格）
■　固定資産課税台帳の閲覧
［閲 覧 期 間］ 毎年度４月１日から翌年の３月31日まで
［閲覧できる人］ 固定資産税納税義務者及び固定資産について賃借権などの権利を有する人
［閲 覧 事 項］ 納税義務者は本人資産にかかる部分を、賃借権などの権利者は

その権利の目的である固定資産にかかる部分を閲覧することができます。
■　宅地の標準的な価格の閲覧
［閲 覧 期 間］ 随時
［閲覧できる人］ だれでも閲覧することができます。
［閲 覧 事 項］ 標準宅地の位置等

■　価格等に対する不服の申立て
① 価格に不服があるときは、その課税年度の４月１日から納税通知書を受け取った日後60日までの
間、村固定資産評価審査委員会へ審査の申し出をすることができます。
② 価格以外の課税台帳登録事項に不服がるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から60日以内
に、村長へ異議申立てすることができます。

※ 縦覧及び閲覧は、土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前８時15分から午後５時00分までで、役場
住民課でできます。
固定資産税・村税の問い合わせは 役場住民課　　税務係（1６３－０３２１）

村税等の口座振替（自動引き落とし）につきましては平成６年開始以来、みなさまのご理解、ご協力に
より、年々加入者が増え、平成19年度末の加入率は、固定資産税43.8％、軽自動車税25.3％、村・県民税
45.2％、国民健康保険税59.9％になりました。
従来、村税等の口座振替の方については、引き落し後、領収済通知書（領収証書）を送付しておりまし

たが平成20年度で廃止させていただきます。
ただし、軽自動車税のうち、車検の必要な車両については従来どおり納税証明書付の領収済通知書を送

付いたします。
※ 確定申告時の社会保険料控除に国民健康保険税の年税額等が必要な方は、役場住民課税務担当へお
問い合わせください。

土地（家屋）価格等縦覧帳簿の縦覧

春季の火災予防週間防火パレード

村税等の口座振替納付済通知書（領収証書）の廃止のお知らせ
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申　請　日 場　　　所 申　請　時　間

塩野地区集会所 午前9時00分から午前11時45分

4月6日（月） 広瀬老人憩いの家 午後1時00分から午後2時00分

山西地区集会所 午後2時30分から午後4時00分

庵住・籠山老人憩いの家 午前9時00分から午前11時45分
4月7日（火）

和田地区集会所 午後1時00分から午後3時30分

栃尾生活改善センター 午前9時00分から午後1時30分
4月8日（水）

九尾地区集会所 午後2時00分から午後3時30分

4月9日（木） 坪ノ内老人憩いの家 午前9時00分から午後4時00分

南日裏地区集会所 午前9時00分から午後2時00分

4月10日（金） 五色地区集会所 午後2時30分から午後3時30分

北小原地区老人憩いの家 午後4時00分から午後5時00分

沢原地区集会所 午前9時00分から午前11時45分
4月13日（月）

中谷地区集会所 午後1時00分から午後4時30分

沖金老人憩いの家 午前8時45分から午前11時45分

4月14日（火） 役場入口 午後1時00分から午後3時30分

川合地区集会所 午後1時00分から午後4時30分

中越地区集会所 午前9時00分から午前11時30分
4月15日（水）

北角地区集会所 午後1時00分から午後2時00分

洞川地区公民館
4月16日（木） （稲荷町・東之町・中之町 午前9時00分から午後4時30分

・八幡町）

洞川地区公民館
4月17日（金） （大峰町・本町・南之町 午前9時00分から午後4時30分

・寺山町・大原町）

定額給付金　申請窓口一覧表
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『定額給付金』の申請について、すでに送付させて頂いております申請書に必要事項を記載
の上、右記の近くの申請窓口へお越し下さい。
また、申請書の記載についてわからない場合は、申請窓口でお問い合わせ下さい。

■ 定額給付金の給付対象者は、平成21年2月1日現在で天川村の住民基本台帳に記載され
ている方で、給付額は次のとおりです。
＊　65歳以上の方、18歳以下の方　　 ：　20,000円
＊　上記以外の方　　　　　　　　　　：　12,000円

■ 定額給付金の申請及び給付を受けるのは、原則として基準日現在での世帯の世帯主となり
ます。
※ 世帯主に代わって、その世帯構成者の方等の代理による申請もできます。申請窓口で
お問い合わせ下さい。

■ 定額給付金交付申請書（請求書）
■ 本人確認書類・・・運転免許証・パスポート・保険証等
■ 預金通帳
■ 印鑑

■ 申請期限は、平成21年9月30日までです。

定額給付金の申請が始まります!!定額給付金の申請が始まります!!

◇◇◇ 定額給付金　振り込め詐欺に要注意！ ◇◇◇

※もし定額給付金について振込等の電話がありましたら、その電話番号等を確認し
電話を一度切り、再度役場の方へお問い合わせください。

1 63‐0321 内線121

給 付 対 象 者

申 請 期 限

申請について持参していただく物

定額給付金をかたった振り込め詐欺に要注意！！
定額給付金の支給に関した、ATMでの手続きを要求する等の不審な電話があった

場合は、中吉野警察署の方までご連絡ください。

1（53）0110

中吉野警察からのお願い
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1月30日、「消費者が求める農産物の栽培と販売」～栽培技術の向上と売

るための工夫～と3月5日、「特産加工品の開発方法と商品化の手法」～すべ

ては思いついた加工品を製造することから始まる～の講演会が開かれました。

いずれの講演も農産物直売所コンサルタントの勝本先生（オフィス シンセ

ニアン代表　勝本吉伸氏）にお越しいた

だいて「消費者が求める農産物の栽培と

販売」の講演では、農産物の販売の方向

性や直売所における生産者と運営者の役割等ご講演いただき、また農薬につ

いては、適正に使用したものしか販売出来ないので、農薬散布を記録する

「防除日誌」を記録していく作業が重要

だという話に、参加者34人は農産物の

販売の難しさに触れ、これから売っていく実感をつかまれた様でした。

「特産加工品の開発方法と商品化の手法」の講演では、加工品の開発や心

得等ポイントを教えてもらい、加工品の表示方法に必要な事項、消費者のた

めにわかりやすい表示方法を工夫することの大切さを勉強し、参加者22人は、

ふれあい直売所「小路の駅てん」のオープンに向けて、商品の表示に対して

の意識がより一層高まったと思います。

【申込み・問合せ先】〒638-0431 奈良県吉野郡天川村洞川784-32 洞川エコミュージアムセンター
10747-64-0999 50747-64-0888〈E-mail〉eco@vill.tenkawa.lg.jp

※　参加費の一部は天川村の自然を守る「山癒の里基金」に寄附させていただきます。

大峯源流に自生する西日本では珍しい美しい花があります。渓流沿いの早春を満喫！ 村のお宝 必見ですよ！
【集合場所】天川村役場駐車場　【講師】奈良植物研究会　森本範正先生　【持ち物】弁当・水筒・帽子
・タオル・雨具・筆記用具・あればルーペ等　【参加費】2,000円（村民半額・中学生以下さらに半額）

① 早春の源流　満開のオオヤマザクラや
キリシマミズキなどを訪ねて

4月26日（日）10：00～15：30

新緑の世界遺産の山々、輝く清流。名水を育む自然を写真に！　気軽に入門編　普通のデジカメＯＫ
【集合場所】洞川エコミュージアムセンター　【講師】写真家　米谷昌浩先生
【持ち物】弁当・水筒・帽子・タオル・雨具・カメラ 【参加費】1,500円（中学生以下半額）

② トライ！美しい風景写真の撮りかた入門 5月23日（土）10：00～15：30

楽しい直売所の講演会が開かれました。

今年も、エコミュージアムセンターでは花や鳥、川の生き物の観察やハイキングなど盛りだくさんの内容となっています。

天川村にはすばらしいものがいっぱい！
みなさんの参加を待ってるよ！

洞川エコミュージアムセンター�洞川エコミュージアムセンター�洞川エコミュージアムセンター�

村営入浴券付参加者大募集！�参加者大募集！�参加者大募集！�
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本年度も、健康診査・子宮がん検診・胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・乳がん検診・肝炎検
査・骨粗鬆症健診を実施いたします。準備が整いましたら、ご案内させていただきますので、毎年受診さ
れる人も、今まで受診したことがない人も、ここ数年健康診査はごぶさたという人も、みなさんふるって
受診ください。
＜特定健診を受けましょう！＞
これまでの基本健康診査に変わって昨年度から「特定健康診査」が始まりま

した。この特定健康診査は、ご加入いただいている医療保険ごとに実施されま
す。
受診対象となる方には、保険者から受診券が送付されますので、ご確認くだ

さい。天川村で実施する集団健康診査を受診いただける人は国民健康保険に加
入されている人と、75歳以上の人になりますので、ご注意下さい。 その他の
医療保険（社会保険・共済保険など）にご加入の方は、ご加入の各医療保険に
お問い合わせ下さい。

昨年は、妊婦さんをめぐる様々なニュースが大きく取り上げられました。
妊娠・出産をめぐるこれらの問題は、未来の命をつなぐ大きな問題です。
これまで天川村では5回分の公費補助を実施していましたが、妊娠中に妊婦さんが受ける健康

診査の経済的負担を軽減するため、補助回数を拡大することになりました。天川村では平成21
年度より最低限必要な健康診査の回数（14回）を、公費補助させて頂くことになりました。
子育てに奮闘されているご家庭を、地域の皆で応援していきたいですね

狂犬病予防注射の季節がやってきました。大切な家族であるわんちゃんのために、是非受けるようにし
て下さい。下記の通り、各会場でお待ちしています。

※　各場所の受付時間が短くなっていますので、時間厳守のうえお越し下さい。
※　はがきをご持参ください。

保 健 事 業
の お 知 ら せ

特定健診・がん検診を受けましょう！

妊婦一般健康診査の公費補助回数が14回に拡大されます！

わんちゃんの予防注射です！

検診や教室等の内容や申込み方法、その他、疑問な点やご不明な点につきましては、
ほほえみポート天川　保健師までお問い合わせ下さい。 連絡先　163－9110

日　程 時　　間 場　　　　　所
10：20～10：25 塩野（岡崎様宅横）
10：30～10：35 広瀬（泉谷様宅前）
10：45～10：50 みずはの湯前
11：00～11：05 天の川青少年旅行村
11：10～11：15 庵住（冨本重恭様宅前）
11：20～11：30 庵住篭山地区老人憩いの家前

4月14日（火） 11：40～11：50 旧天川西小学校前
11：55～12：00 栃尾橋前
13：30～13：50 坪内スクールバス駐車場前
13：55～14：00 沢原（森田久勝様宅前）
14：05～14：15 中吉野広域消防署前
14：20～14：30 川合駐在所前
14：50～15：20 洞川地区公民館前

料金
・狂犬病予防注射料金

3,200円
・犬の登録手数料
（未登録の方のみ）

3,000円
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日 曜日

16 木 休　　診 診察（西尾医師） うさちゃんくらぶ　10：30～ 資源1

17 金 診　　察 診　　察 燃焼

18 土 閉　　　　館　　　　日

19 日 閉　　　　館　　　　日

20 月 診　　察 診　　察 燃焼

21 火 診　　察 検　査　日 不燃

22 水 診　　察 診　　察 粗大

23 木 休　　診 予防接種（春季ポリオ他）資源1

24 金 診　　察 診　　察 燃焼

25 土 閉　　　　館　　　　日

26 日 閉　　　　館　　　　日

27 月 診　　察 診　　察 燃焼

28 火 診　　察 検　査　日 資源2

29 水 閉　　館　　日（昭和の日）

30 木 休　　診 診察（西尾医師） 資源1

午　前
（受付 午前8：30

～11：00）

午　後
（受付 午後1：30

～3：30）
（木曜日のみ午後2：00～3：30）

ほほえみポート天川

保 　 健 　 事 　 業

ご
み
収
集

国　保　診　療　所

見える所に貼り、ご活用下さい。

・ごみ収集　4月の予定表・ごみ収集　4月の予定表
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＊医師が不在の時は、投薬できませんので、薬の切れる方は、早めに受診して下さい。

日 曜日

1 水 診　　察 診　　察 粗大

2 木 休　　診 診察（西尾医師） 資源1

3 金 休　　　　診 燃焼

4 土 閉　　　　館　　　　日

5 日 閉　　　　館　　　　日

6 月 診　　察 診　　察 燃焼

7 火 診　　察 検　査　日 不燃

8 水 診　　察 診　　察 粗大

9 木 休　　診 診察（西尾医師） 資源1

10 金 診　　察 診　　察 燃焼

11 土 閉　　　　館　　　　日

12 日 閉　　　　館　　　　日

13 月 診　　察 診　　察 燃焼

14 火 診　　察 検　査　日 資源2

15 水 診　　察 診　　察 粗大

午　前
（受付 午前8：30

～11：00）

午　後
（受付 午後1：30

～3：30）
（木曜日のみ午後2：00～3：30）

ほほえみポート天川

保 　 健 　 事 　 業

ご
み
収
集

国　保　診　療　所

国保診療所・ほほえみポート天川　国保診療所・ほほえみポート天川　　

狂犬病予防注射
（村内13ケ所巡回）
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◎村の医療について
■国保診療所の受診状況
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※　老人医療の診療は4月から後期高齢者医療（長寿医療制度）となりました。
※　医療費は入院により大きく影響を受けます。各種保健事業、検診に積極的に参加し、
疾病の予防に心がけ、医師の指示をよく聞き健康維持に努めてください。

■75歳未満の国保・75歳以上の老人医療・後期高齢者医療（4月以降）の
全ての医療機関における受診状況
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～　申請はお早めに！　～
20歳から60歳未満のすべての人が国民年金に加入し、保険料の納付が義務付けられています。

しかし、収入がない等の理由で保険料納付が困難な場合、学生の方には、本人の申請（所得審査があります。）

により在学期間中の保険料納付を猶予し、社会人になってから保険料を納めることができる「学生納付特例制度」

があります。

大学（大学院）・短大・高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等

※　夜間・定時制・通信課程の方も含みます。

※　各種学校においては、修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。

（私立の各種学校については、都道府県知事の認可を受けた学校に限られています）

本人の前年所得が　118万円＋扶養親族等の数×38万円＋社会保険料控除等 以下のとき承認となります。

（ただし、平成20年度の所得基準） ※ 家族の方の所得の多寡は問いません！

平成21年4月～平成22年3月まで

市町村役場の国民年金担当窓口まで

※　社会保険庁から学生納付特例申請書（ハガキ）を送付された方は、申請書

（ハガキ）に必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。

【お住まいの市町村役場での申請手続は不要となります】

① 年金手帳　② 印鑑　③ 在学証明書または学生証の写し

④ 所得証明書（所得の確認が必要な方で1月1日時点の住所と申請時点の住所が異なる場合）

⑤ 失業を理由とする場合は、雇用保険受給者証等

※　代理人の方が申請される場合は委任状と代理人の身分証明書が必要です。

保険料が未納となっている場合、その間に事故や病気で障害が残っても「障害基礎年金」が

支給されない場合があります。

学生納付特例承認期間は、年金受給資格期間には認められますが、年金の受給額には反映されません。10年以

内であれば後から納付（追納）することができます。将来、年金受給額を増やすためにも、必ず納めましょう。

（保険料の追納には、申込書の提出が必要です）

※　なお、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。

詳しくは、役場住民課の国民年金担当窓口か最寄りの社会保険事務所まで

■ 奈 良 社 会 保 険 事 務 所　10742－35－1370 〒630－8512 奈良市芝辻町4－9－4

■ 大和高田社会保険事務所　10745－22－3531 〒635－8531 大和高田市幸町5－11

■ 奈良社会保険事務局桜井事務所　10744－42－0033 〒633－8501 桜井市谷88－1

社会保険庁ホームページ　http：//www.sia.go.jp/

就職したら追納しましょう

申 請 手 続

承 認 期 間

所 得 審 査

対象となる学生

～国民年金からのお知らせ～

奈良社会保険事務局運営課・天川村

「学生納付特例制度」の申請の受付がはじまります！

4月から
平成21年度の

持参するもの

申
請
は
毎
年
必
要
で
す
！

注意�注意�注意�
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少子高齢化社会を迎え、介護を必要とする高齢者が年々増え続けています。またその介護をする方も高

齢になるなど、介護問題は老後の大きな不安となっています。このような状況の中、介護保険制度は平成

12年4月にスタートして8年が経過しました。高齢になっても、住み慣れた家や地域で少しでも長く自立

した生活を送るために、必要な介護サービスを利用できるよう、私たちみんなが支えあっていかなければ

なりません。

《平成21年度から介護保険料が変わります》
介護保険制度では、3年に1度介護保険料の見直しを行っております。

本村においても介護保険料の見直しを行い、平成21年度より介護保険料が変わります。介護保険料は、天

川村の介護保険サービスに必要な「基準額」をもとにして、決められています。

※平成18年度～平成20年度　4,534円

この介護保険料基準額をもとに、みなさんの所得に応じた負担割合によって、介護保険料が決定されま

す。この基準額は、通常ならば3年間変わることはありません。しかし平成21～22年度に限っては、介

護報酬の改定に伴う国の財政措置により、基準額の一部を国が負担することになります。

このため、段階的に設定した基準額（3,868円）になるよう、特例措置が図られることになりました。

（下の図をご覧下さい。）

このため、みなさんが納めていただく介護保険料のもととなる「基準額」は、国の財政措置により、次

のとおりとなります。

平成21年度……基準額　3,761円
平成22年度……基準額　3,814円
平成23年度……基準額　3,868円

さらに新たな軽減措置として、今までの第4段階を、「第4段階―1」「第4段階―2」に2分化し、所得の

低い方の負担ができるだけ大きくならないよう、第4段階を軽減した「第4段階―1」を設けました。

平成21年度から平成23年度介護保険料基準額……3,868円

－65歳以上のみなさんへ－ 介 護 保 険 制 度 に つ い て

国が負担する分�
（107円）�

基準額3,761円�

平成21年度�

国が負担する分�
（54円）�

基準額3,814円�

平成22年度�

基準額3,868円�

平成23年度�
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平成21年度介護保険料 （基準額……3,761円）

天川村の介護サービス利用状況 （平成20年度は12月末現在）

1989年4月11日を起点として提唱・設定した毎月11日を「人権を確かめ合う日」の記念集会が下記

のとおり開催されます。みなさん御参加下さい。

●日　　時 平成21年4月11日（土） 午後1時～

●場　　所 下市町観光文化センター

●日　　程 13：00 受付

13：30 開会行事・基調提案・集会決議

14：00～　映画上映「母
かあ

べえ」

監督　山田　洋次

主演　吉永小百合

4・11「人権を確かめあう日」吉野郡記念集会が開催されます。

段　　階 対　　　象　　　者 月　　額 年間保険料額

第1段階 生活保護受給者 基準額×0.5 22,560円世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者 （1,880円）

第2段階 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得 基準額×0.6 27,070円金額の合計が80万円以下の方 （2,256円）

第3段階 世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方 基準額×0.75 33,840円（2,820円）

第4段階－1 住民税課税世帯で本人が住民税非課税なおかつ公的年 基準額×0.87 39,260円金等収入＋合計所得金額が80万円以下の方 （3,272円）

第4段階－2 住民税課税世帯で本人が住民税非課税の方 基準額×1.0 45,130円（第4段階―1以外の方） （3,761円）

第5段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円 基準額×1.25 56,410円未満の方 （4,701円）

第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円 基準額×1.5 67,690円以上の方 （5,641円）

要介護認定者数 居宅介護サービス利用者数 施設入所者数 介護サービス給付費

平成18年度 157人 51人/月 48人 217,665,058円

平成19年度 173人 66人/月 42人 210,526,295円

平成20年度 167人 84人/月 44人 163,094,884円
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駐車禁止除外指定車標章（以下「標章」という。）の対象範囲が変更になりました。平成19年の改正では、「指

定車」から「指定者」へ標章の交付対象が車両特定交付から本人交付に変わりました。また、車を所有していない

方でも申請できます。

平成20年12月の改正では、既にケーブルテレビで周知しておりましたが、身体障害者手帳の級が下肢不自由に

ついて改正され、改正前が【1級から3級】が【1級から4級】までに変更になりました。

標章の対象範囲は以下のとおりです。

申 請 日 ：　随時受付（土曜日・日曜日及び休日・12／29から1／3までを除く）

申請場所 ：　身体障害者等の住所を管轄する警察署

添付書類 ：　身体障害者手帳の写し・申請書

申 請 書 ：　インターネットよりダウンロードすることができます。

申請費用 ：　無　料

問合わせ ：　詳しくは最寄の警察署にお尋ね下さい。

駐車禁止除外指定車標章の対象範囲の変更について

障　害　区　分 障害の級別（身体障害者） 重度障害の程度（戦傷病者）

１級から３級までの各級及び４級の１ 特別項症から第４項症までの各項症

２級及び３級 特別項症から第４項症までの各項症

３級 特別項症から第４項症までの各項症

１級、２級の１及び２級の２ 特別項症から第３項症までの各項症

１級から４級までの各級 特別項症から第３項症までの各項症

１級から３級の各級 特別項症から第４項症までの各項症

１級から２級（一上肢のみに運動機能
上 肢 機 能

障害がある場合を除く。）
－

移 動 機 能 １級から４級までの各級 －

１級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症

１級から３級まで －

障　害　の　区　分 知　的　障　害　者 精　神　障　害　者

障 害 程 度 重 度（Ａ） １　　級

��������
��������

視 覚 障 害

聴 覚 障 害

平 衡 機 能 障 害

上 肢 不 自 由

下 肢 不 自 由

体 幹 機 能 障 害

心 臓 機 能 障 害

腎 臓 機 能 障 害

呼 吸 器 機 能 障 害

ぼうこう又は直腸機能障害

小 腸 機 能 障 害

ヒト免疫不全ウィルス
による免疫機能障害

乳幼児期以前
の非進行性の
脳病変による
運動機能障害
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４月からは、進学・進級・就職・・・と
天川の子どもたちも、それぞれに新しい旅立ちの時・・・

大きな夢と希望に燃えてかけがえのない、すばらしい日々が過ごせますよう
みなさまのご指導・ご協力をお願いします。

天川村の未来を担う子どもたちを、明るく、すこやかに守り育てるため、

《　や　ま　び　こ　運　動　》にご協力をお願いします。
天川村青少年健全育成協議会

安全で　楽しい春休みをおくるために

☆　毎日の計画をたて、けじめのある生活をおくろう。

☆　心のこもったあいさつや言葉づかいをしよう。

☆　交通安全に気をつけよう。（特にせまい道からの飛び出しや自転車の乗り方等に注意しよう）

☆　遊びに行くときは、『だれと、どこへ、いつ帰る』などを伝えておこう。

☆　夕方は、暗くなる前に家に帰ろう。

☆　知らない人にさそわれても、ついて行かない。

☆　子どもだけで夜間の外出をしない。

☆　火遊びをしない。（マッチ・ライター等を持ち歩かない。）

これはよいこと？ わるいこと？ よく考えて行動しよう！

青少年の健全育成をめざして

＊　無免許運転、危険な暴走運転や深夜の迷惑な運転（騒音）をなくしましょう。

＊　交通安全の面から、民家密集地での路上駐車はやめましょう！

＊　青少年の深夜外出には、制限があります！（奈良県青少年の健全育成に関する条例）

保護者は、青少年（６歳以上18歳未満の者）を深夜（午後11時から翌日の午前４時

まで）に外出させないように。

＊　未成年者の喫煙・飲酒行為の絶無！

＊　子どもたちを有害な情報（インターネット・メール・図書・ビラ等）から守りましょう。

2009年春号

天川村の子どもたちを　守り育てるのは�
　　　　　　わたしたち大人の　そして　地域の責任です！�
天川村の子どもたちを　守り育てるのは�
　　　　　　わたしたち大人の　そして　地域の責任です！�

子 ど も は 地 域 の 宝 �子 ど も は 地 域 の 宝 �
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平
成
二
十
一
年
第
一
回
天
川
村
議
会
定
例
会
が
、
三
月

九
日
に
召
集
さ
れ
開
会
し
ま
し
た
。

会
期
に
つ
い
て
は
三
月
十
九
日
ま
で
の
十
一
日
間
と
定

め
、
一
議
案
を
継
続
審
査
と
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
他
は

原
案
の
と
お
り
承
認
、
可
決
、
同
意
し
て
会
期
を
３
日
間

残
し
て
閉
会
し
ま
し
た
。

そ
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

〜
補
正
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て
〜

◇

平
成
二
十
年
度
天
川
村
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
六

号
）
の
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

三，

七
二
七
千
円
を
増
額
し
、
総
額
を
二，

〇
七
六，

四
五
六
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

〜
補
正
予
算
に
つ
い
て
〜

◇

平
成
二
十
年
度
天
川
村
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
七

号
）
に
つ
い
て

一
九
三，

六
八
二
千
円
を
増
額
し
、
総
額
を
二，

二

七
〇，

一
三
八
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
天
川
村
国
民
健
康
保
険
事
業
勘
定
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
に
つ
い
て

五，

四
九
二
千
円
を
増
額
し
、
総
額
を
二
九
九，

九

五
七
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
天
川
村
国
民
健
康
保
険
直
診
勘
定
特

可
決
事
項

承
認
事
項

別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て

一
〇，

三
五
〇
千
円
を
増
額
し
、
総
額
を
一
七
〇，

一
一
一
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
天
川
村
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て

二
一，

四
二
五
千
円
を
減
額
し
、
総
額
を
一
四
二，

四
八
四
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
天
川
村
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て

六，

五
四
〇
千
円
を
増
額
し
、
総
額
を
二
六
二，

三

四
四
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
天
川
村
中
央
簡
易
水
道
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て

七，

〇
〇
〇
千
円
を
減
額
し
、
総
額
を
二
七
九，

七

二
三
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
天
川
村
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
つ
い
て

二，

三
一
二
千
円
を
減
額
し
、
総
額
を
三
五，

二
八

六
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

〜
条
例
に
つ
い
て
〜

◇

天
川
村
介
護
従
事
者
処
遇
改
善
臨
時
特
例
基
金
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
四
月
施
行
の
介
護
報
酬
改
定
に
伴

い
、
第
一
号
保
険
者
の
介
護
保
険
料
の
急
激
な
上
昇
を

抑
制
す
る
た
め
、
基
金
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
新
規

制
定
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

◇

天
川
村
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、
平
成
二
十
一
年
度
か

ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
介
護
保
険
料
を
改
正
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

〜
当
初
予
算
に
つ
い
て
〜

平
成
二
十
一
年
度
の
当
初
予
算
に
つ
い
て
は
、
新
規
の

施
策
及
び
政
策
的
経
費
を
六
月
議
会
に
見
送
り
、
継
続
事

業
費
並
び
に
義
務
的
経
費
を
中
心
と
し
た
骨
格
予
算
の
編

成
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◇
　
平
成
二
十
一
年
度
一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て

予
算
額
一，

八
四
〇，

九
五
〇
千
円
で
対
前
年
二
一

三，

〇
〇
三
千
円
の
減
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
一
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
勘
定
特
別
会

計
予
算
に
つ
い
て

予
算
額
二
七
三，

二
三
八
千
円
で
対
前
年
七，

七
五

九
千
円
の
減
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
一
年
度
老
人
保
健
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

予
算
額
二，

七
一
二
千
円
で
対
前
年
二
九，

二
八
六

千
円
の
減
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
一
年
度
国
民
健
康
保
険
直
診
勘
定
特
別
会

計
予
算
に
つ
い
て

予
算
額
一
六
七，

一
九
六
千
円
で
対
前
年
七，

四
三

五
千
円
の
増
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
一
年
度
洞
川
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
予

算
に
つ
い
て

予
算
額
二
四，

九
九
五
千
円
で
対
前
年
三，

七
六
五

千
円
の
増
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
一
年
度
栃
尾
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
予

算
に
つ
い
て

予
算
額
二，

五
一
七
千
円
で
対
前
年
一，

二
七
七
千

円
の
減
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
一
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ

い
て予

算
額
一
七
三，

七
〇
二
千
円
で
対
前
年
九，

七
九

三
千
円
の
増
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
一
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

議
　
会
　
だ
　
よ
　
り

議
　
会
　
だ
　
よ
　
り

議
　
会
　
だ
　
よ
　
り

平
成
二
十
一
年
第
一
回
定
例
会
を

開
催
し
ま
し
た
。
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予
算
額
二
三
三，

三
一
七
千
円
で
対
前
年
四，

四
三

八
千
円
の
減
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
一
年
度
中
央
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
予

算
に
つ
い
て

予
算
額
二
六
八，

八
六
九
千
円
で
対
前
年
一
七，

八

五
四
千
円
の
減
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
一
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

に
つ
い
て

予
算
額
三
六，

〇
七
〇
千
円
で
対
前
年
二
八
九
千
円

の
減
額
で
す
。

〜
条
例
に
つ
い
て
〜

◇

特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

村
長
公
約
に
よ
る
給
与
月
額
の
改
定
を
行
う
も
の
で
す
。

◇

天
川
村
副
村
長
の
選
任
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

天
川
村
大
字
沖
金
九
十
五
番
地
の
一
　
赤
井
公
司

氏
が
同
意
さ
れ
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

◇

天
川
村
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
の
選
任

に
つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

天
川
村
大
字
南
日
裏
百
六
十
八
番
地
　
奥
田
豊
文

氏
が
同
意
さ
れ
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
質
問

最
終
日
（
十
六
日
）
に
阪
谷
議
員
よ
り
一
般
質
問
が
あ

り
ま
し
た
。

◇
　
阪
谷
議
員
の
質
問

村
の
信
頼
回
復
に
つ
い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
に
し
て

努
め
ら
れ
る
の
か
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

同
意
事
項

継
続
審
査

◇
　
村
長
答
弁

阪
谷
議
員
の
質
問
に
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

今
後
の
村
の
信
頼
回
復
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
の
就
任

以
降
、
先
ず
最
初
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
課
題
で
あ
る
と
認
識
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

私
は
、
ま
ず
今
回
の
事
件
の
反
省
に
立
っ
て
、
再
発

防
止
の
た
め
の
入
札
制
度
の
見
直
し
を
行
い
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
入
札
制
度
の
見
直
し
に
着
手
す
る
こ

と
が
、
社
会
的
に
も
天
川
村
の
姿
勢
を
示
す
第
一
歩
と

考
え
ま
す
の
で
、
平
成
二
十
一
年
四
月
を
め
ど
に
、
天

川
村
建
設
工
事
請
負
業
者
選
定
審
査
会
を
立
ち
上
げ
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
林
業
の
振
興
、
高
齢
者
対
策
、
小
子
化
対
策

に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
事
業
・
施
策
を
見
極

め
な
が
ら
、
早
い
時
期
に
方
向
性
を
ま
と
め
て
、
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
今
回
、
村
長
選
挙
に
お
き
ま
し
て
当
選
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
て
、
役
場
に
入
っ
て
み
て
、
大
変
優
秀

な
職
員
が
多
く
、
公
務
に
全
う
さ
れ
て
い
ま
す
こ
と
が
、

よ
く
判
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
昨
年
末
、
前
村
長
が
逮
捕

さ
れ
村
が
混
乱
す
る
中
で
、
ま
た
今
年
に
入
り
一
月
に

は
職
員
の
逮
捕
と
い
う
事
態
に
至
り
、
村
民
か
ら
の
役

場
内
部
に
対
す
る
信
頼
が
大
き
く
揺
れ
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
近
日
来
よ
り
、
報

道
関
係
に
お
い
て
も
、
前
村

長
の
初
公
判
が
始
ま
る
と
の

報
道
が
あ
り
ま
し
た
。
村
民

か
ら
の
信
頼
を
な
く
し
つ
つ

あ
る
役
場
を
、
職
員
の
心
を

一
つ
に
し
て
、
公
僕
と
し
て

の
意
識
を
再
確
認
し
、
村
民

の
方
々
か
ら
の
役
場
に
対
す

る
信
頼
を
取
り
戻
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

◇
　
阪
谷
議
員
の
質
問

平
成
二
十
二
年
に
開
催
さ
れ
る
「
平
城
遷
都
一
三
〇

〇
祭
」
に
つ
い
て
、
村

と
し
て
ど
の
よ
う
に
対

応
さ
れ
る
の
か
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

◇
　
村
長
答
弁

平
城
遷
都
一
三
〇
〇

記
念
事
業
に
つ
い
て
は
、

「
日
本
の
は
じ
ま
り
で
あ

る
奈
良
を
素
材
」
に

「
過
去
・
現
在
・
未
来
の

日
本
を
考
え
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
ま
す

が
、
現
在
、
県
内
の
関
連
事
業
と
し
て
、
南
和
広
域
連

合
を
中
心
と
し
た
「
五
條
・
吉
野
地
域
」
の
統
一
イ
ベ

ン
ト
が
画
策
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

村
内
単
独
事
業
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
事
業
の
実
施

が
平
成
二
十
二
年
度
と
い
う
こ
と
も
あ
り
具
体
的
な
予

算
化
を
致
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
担
当
す
る
地
域
政
策

課
で
は
、
県
で
実
施
さ
れ
る
広
報
活
動
を
利
用
し
て
、

村
内
イ
ベ
ン
ト
の
広
報
を
行
っ
て
い
く
ほ
か
、
こ
れ
ま

で
実
施
さ
れ
て
い
る
既
存
イ
ベ
ン
ト
の
内
容
の
強
化
を

図
っ
て
、
天
川
村
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
行
こ
う

と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
二
十
一
年
度
中
に
は
、
県
の
動
き
、
吉

野
郡
の
動
き
を
見
据
え
な
が
ら
、
天
川
村
に
賦
存
す
る

自
然
・
文
化
等
の
正
に
「
宝
」
を
有
効
に
活
用
し
な
が

ら
記
念
事
業
と
協
調
す
る
方
向
性
を
固
め
ま
し
て
、
皆

様
に
お
示
し
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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お し ら せ

尿
に
た
ん
ぱ
く
が
　

出
て
い
る
と

言
わ
れ
た
ら
…

検
診
な
ど
の
尿
検
査
で
尿
た
ん
ぱ
く
が
陽

性
と
い
う
結
果
が
出
た
場
合
、
皆
さ
ん
は
ど

う
さ
れ
ま
す
か
？
「
症
状
も
な
い
し
、
別
に

い
い
か
」
と
放
置
し
て
い
ま
せ
ん
か
？
　
こ

れ
は
、
大
き
な
間
違
い
で
す
。

尿
に
た
ん
ぱ
く
が
漏
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

あ
な
た
が
腎
臓
の
病
気
を
持
つ
可
能
性
が
高

い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
腎
臓
病
で
は
、
た

ん
ぱ
く
が
も
れ
出
る
量
が
多
い
ほ
ど
腎
臓
が

悪
く
な
る
こ
と
が
多
く
、
尿
た
ん
ぱ
く
は
腎

臓
の
運
命
を
判
断
す
る
指
標
に
も
な
る
の
で

す
。残

念
な
が
ら
、
多
く
の
腎
臓
病
は
末
期
に

な
る
ま
で
症
状
が
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
、
以
前
に
尿
検
査
の
異
常
を
指
摘
さ
れ

た
の
に
、
適
切
な
治
療
を
受
け
る
機
会
を
逃

し
、
気
づ
い
た
時
に
は
透
析
療
法
な
ど
が
必

要
な
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
患
者
さ
ん
が
た

く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。

腎
臓
病
治
療
の
適
切
な
機
会
を
逃
さ
な
い

た
め
に
も
、
尿
検
査
で
異
常
を
指
摘
さ
れ
た

ら
、必
ず
尿
の
再
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

特
に
、
尿
検
査
で
た
ん
ぱ
く
が
「
２
＋
」

以
上
漏
れ
続
け
る
場
合
は
要
注
意
で
す
。
こ

の
場
合
は
、
か
か
り
つ
け
の
医
師
に
腎
臓
内

科
医
へ
の
紹
介
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

尿
検
査
は
、
皆
さ
ん
が
ご
自
分
の
腎
臓
の

状
態
を
う
か
が
う
窓
で
す
。
症
状
が
な
い
か

ら
と
放
置
せ
ず
に
「
尿
検
査
の
異
常
は
腎
臓

か
ら
の
警
戒
信
号
」
と
考
え
、
必
ず
か
か
り

つ
け
の
医
師
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

奈
良
県
医
師
会

▼
日
時
・
場
所：

平
成
二
十
一
年
五
月
十
一
日
（
月
）
午
前

九
時
〜
十
二
時
　
午
後
一
時
〜
四
時
　
経

済
会
館
（
大
和
高
田
市
大
中
一
〇
六
―
二
）

平
成
二
十
一
年
五
月
十
三
日
（
水
）
午
前

九
時
〜
十
二
時
　
午
後
一
時
〜
四
時
　
奈

良
弁
護
士
会
（
奈
良
市
中
筋
町
二
二
番
地

の
一
）

▼
予
約
受
付：

（
但
し
土
・
日
・
祝
日
は
受

付
で
き
ま
せ
ん
。）
平
成
二
十
一
年
四
月

二
十
二
日
（
水
）
〜
五
月
八
日
（
金
）
ま

で
。
電
話
予
約
（
奈
良
弁
護
士
会
　
1
〇

七
四
二
―
二
二
―
二
〇
三
五
）
で
先
着
順

相
談
時
間
は
一
人
三
十
分
間
。

高
田
こ
ど
も
家
庭
相
談
セ
ン
タ
ー
を
利
用

す
る
こ
と
が
困
難
な
県
南
部
地
域
の
児
童
を

対
象
に
、
出
張
相
談
を
行
い
、
児
童
に
関
す

る
種
々
の
相
談
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
指
導

を
行
う
こ
と
を
目
的
に
開
設
さ
れ
ま
す
の

で
、
予
約
の
上
ご
相
談
下
さ
い
。

▼
場
所
・
日
時:

・
吉
野
町
中
央
公
民
館
　
四
月
十
日
（
金
）

六
月
五
日
（
金
）
八
月
七
日
（
金
）
十
月

二
日
（
金
）
十
二
月
四
日
（
金
）

平
成

二
十
二
年
二
月
五
日
（
金
）
の
十
時
三
十

分
〜
十
六
時

・
下
市
町
保
健
セ
ン
タ
ー
　
五
月
八
日
（
金
）

七
月
三
日
（
金
）
九
月
四
日
（
金
）
十
一

月
六
日
（
金
）
平
成
二
十
二
年
一
月
八
日

（
金
）

三
月
五
日
（
金
）
の
十
時
三
十

分
〜
十
六
時

偶
数
月
の
第
一
金
曜
日
に
吉
野
町
で
、
奇

数
月
の
第
一
金
曜
日
は
下
市
町
で
実
施
。

▼
相
談
担
当
者：

高
田
こ
ど
も
家
庭
相
談
セ

ン
タ
ー
職
員
二
名
（
児
童
福
祉
司
一
名
・

児
童
心
理
司
一
名
）

▼
相
談
申
込
先：

奈
良
県
高
田
こ
ど
も
家
庭

相
談
セ
ン
タ
ー
　
1
〇
七
四
五
―
二
二
―

六
〇
七
九
（
事
前
に
電
話
予
約
を
お
願
い

し
ま
す
。）

『
憲
法
週
間
』

記
念
無
料
法
律
相
談

定
期
出
張
相
談
の
実
施
に
つ
い
て

1 2 3 4
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天
川
村
民
憲
章

（
平
成
10
年
１
月
１
日
制
定
）

私
た
ち
は
、
古
い
歴
史
と
大
自
然
の
中
で
育
ま
れ
た
天
川
村
民

で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
一
人
ひ
と
り
が
生
き
が
い
の
あ

る
村
づ
く
り
を
す
る
た
め
こ
の
憲
章
を
制
定
し
ま
す
。

誰
も
が
満
天
に
輝
く
星
の
よ
う
に

●
一
人
ひ
と
り
が
光
り
輝
き
、
互
い
の
人
権
を
確
か
め
、

共
に
生
き
る
あ
た
た
か
い
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
ふ
れ
あ
い
、
支
え
あ
い
、
楽
し
み
あ
え
る
福
祉
の
村
に

し
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
天
と
地
の
恵
み
で
育
つ
よ
う
に

●
郷
土
の
歴
史
か
ら
古
き
を
学
び
、
新
し
い
文
化
を
創
造

す
る
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
共
に
学
び
語
り
あ
う
、
生
涯
学
習
の
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
清
ら
か
で
力
強
さ
の
あ
る
流
れ
の
よ
う
に

●
ス
ポ
ー
ツ
に
汗
を
流
し
、
働
く
厳
し
さ
の
中
に
も
明
日

へ
の
希
望
と
喜
び
を
感
じ
る
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
自
然
と
共
に
生
き
、
豊
か
で
活
気
み
な
ぎ
る
村
に
し
ま

し
ょ
う
。

村の花
オオヤマレンゲ

村の鳥
コマドリ

村の木
杉

燃焼 22.36トン
前月比 86.77％
前年同月比 88.45％

不燃 2.41トン
前月比 61.79％
前年同月比 94.51％

資源 5.77トン
前月比 84.60％
前年同月比 106.90％

粗大 1.16トン
前月比 150.65％
前年同月比 196.61％

３月のごみ
収集状況

幼�稚�園�だ�よ�り�幼�稚�園�だ�よ�り�

発
行
／
天
川
村
役
場

〒
638 -0392

奈
良
県
吉
野
郡
天
川
村
大
字
沢
谷
60番

地
TEL：

0747-63-0321
FAX：

0747-63-0329
企
画
・
編
集
／
総
務
課
広
報
係（
内
線
123）

U
R
L：
http://w

w
w
.vill.tenkaw

a.nara.jp/  E-m
ail：
tenkaw

a@
vill.tenkaw

a.lg.jp

広
報
�

平
成
21年
３
月

31日
発
行
　
通
巻
386号

村のうごき

人
口

1,847人
（
－
２
）

2009年
２
月
28日
現
在
（
）
内
は
前
月
と
の
比
較

女977人
（
－
１
）

男870人
（
－
１
）

世
帯
数

769戸
（
－
１
）

３年間、天川幼稚園でいっぱい遊んだ12人の子ども達は、友達と一緒に遊ぶ楽しさ・最後まで

頑張ることの大切さ・いろんなことに挑戦する勇気を身につけ、心も体も強く大きくなりました。

楽しく遊んだ砂場やブランコや滑り台とも今日でお別れ。沢山の想い出を胸に天川幼稚園を巣立

っていきます。

４月からは天川小学校の１年生。

新しい世界に旅立つ子ども達の心は希望でいっぱいに膨らんでいます。

12人のさくら組さん　　卒園おめでとう！　　そして　　さようなら・・・

■広報「てんかわ」は再生紙を使用しています。
古紙配合率100％再生紙�

100
大豆油インキを使用しています�
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